
（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た

め
の
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
参
考
）
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（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の

条
約
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び

脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
及
び
同
じ
く
本
日
署
名
さ

れ
、
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
議
定
書
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
次
の
提
案
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
行
う
光
栄
を
有

し
ま
す
。

１

両
締
約
国
は
、
条
約
の
規
定
の
適
切
な
適
用
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
通
じ
た
二
重
課
税
の
回
避
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ

と
が
了
解
さ
れ
る
。

２

条
約
第
九
条
（
関
連
企
業
）
の
規
定
に
関
し
、
両
締
約
国
は
、
移
転
価
格
課
税
及
び
事
前
価
格
取
決
め
に
つ
い
て
の
国
際

的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
反
映
し
て
い
る
経
済
協
力
開
発
機
構
の
多
国
籍
企
業
及
び
税
務
行
政
の
た
め
の
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
以
下
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
、
企
業
の
移
転
価
格
の
調
査
を
行
い
、
及
び
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事
前
価
格
取
決
め
の
申
請
を
審
査
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
各
締
約
国
に
お
け
る
移
転
価
格
課
税
に
係
る
規
則
（
移
転
価

格
の
算
定
方
法
を
含
む
。
）
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
整
合
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
条
約
に
基
づ
く

移
転
価
格
課
税
事
案
の
解
決
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

条
約
第
十
条
３
（
配
当
）
及
び
第
二
十
三
条
３

（
特
典
の
制
限
）
の
規
定
に
関
し
、
配
当
の
支
払
を
受
け
る
者
が
特
定

(a)

さ
れ
る
日
は
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
日
と
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

(a)

(b)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
利
得
の
分
配
に
係
る
会
計
期
間
の
終
了
の
日

(a)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
配
当
に
関
す
る
宣
言
が
行
わ
れ
る
日

(b)本
大
臣
は
、
前
記
の
了
解
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
よ
り
受
諾
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
そ
の
旨
の
閣
下
の
返

簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
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二
千
八
年
一
月
三
十
一
日
に
東
京
で

日
本
国
外
務
大
臣

高
村
正
彦

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

外
務
大
臣

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ミ
ス
閣
下
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（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
訳
文
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
本
日
付
け
の
閣
下
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と

を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
前
記
の
了
解
を
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡

が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
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二
千
八
年
一
月
三
十
一
日
に
東
京
で

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
外
務
大
臣

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ミ
ス

日
本
国
外
務
大
臣

高
村
正
彦
閣
下


